
は
じ
め
に

　

秋
月
藩
（
五
万
石
）
の
第
八
代
藩
主
黒
田
長
舒
の
人

物
像
を
表
す
も
の
に
、
墓
碑
と
し
て
書
か
れ
た
次
の
よ

う
な
文
章
が
あ
る
。
著
わ
し
た
の
は
、
儒
学
者
亀
井
南

冥
の
嫡
子
昭
陽
で
あ
る
。

第
八
代
秋
月
藩
主
・
黒
田
長
舒
公
は
、
懐
が
深
く

傑
出
し
た
風
格
を
持
ち
、
威
厳
が
あ
る
中
に
も
親

し
み
が
あ
る
、
こ
れ
ぞ
君
主
と
い
う
べ
き
君
で

あ
っ
た
。
儒
学
の
経
典
を
深
く
学
ぶ
と
と
も
に
天

文
学
を
究
明
し
た
が
、
藩
主
に
就
任
す
る
と
た
だ

ち
に
、「
士
は
た
だ
文
武
の
み
」
と
し
て
藩
士
を

督
励
、
藩
校
を
建
て
折
々
自
ら
臨
席
し
て
学
業
の

様
を
視
察
し
た
。
秋
月
藩
の
文
運
が
大
い
に
盛
ん

に
な
っ
た
の
は
、
実
に
長
舒
公
の
取
り
組
み
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孝
行
者
や
農
業
出
精
者

と
い
っ
た
善
行
者
が
い
れ
ば
必
ず
褒
賞
し
、
九
十

歳
・
八
十
歳
の
老
人
に
は
彼
ら
を
招
い
て
酒
食
と

物
品
を
下
賜
す
る
な
ど
し
た
。
ま
た
、
徒
刑
の
法

を
立
て
、
育
子
の
制
を
設
け
、
嘉
麻
水
道
を
通
じ

て
黒
崎
の
米
運
漕
の
便
を
図
り
、
恒
久
的
な
利
益

を
も
た
ら
し
た
。（「
朝
陽
院
殿
前
甲
州
太
守
大
雄

向
水
大
居
士
碑
銘
幷
序
」、『
福
岡
県
碑
誌
』
大
道

学
館
出
版
部
、
一
九
二
九
年
、
五
九
八
～
六
〇
〇

頁
、
原
漢
文
）

　

藩
校
の
設
置
、
善
行
者
の
顕
彰
、
養
老
の
取
り
組

み
、
徒
刑
の
法
・
育
子
制
度
の
制
定
、
流
通
に
関
す
る

施
策
。
こ
れ
ら
は
、
上
杉
鷹
山
・
細
川
重
賢
ら
、
近
世

を
代
表
す
る
「
明
君
」
に
よ
る
改
革
で
も
主
要
政
策
と

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
黒
田
長
舒
は
、
い
ず
れ
も
第
六

代
高
鍋
藩
主
・
秋
月
種
美
の
実
子
で
「
名
君
兄
弟
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
第
七
代
高
鍋
藩
主
・
秋
月
種

茂
（
長
舒
の
実
父
）、第
八
代
米
沢
藩
主
上
杉
治
憲
（
鷹

山
、
長
舒
の
叔
父
）
と
と
も
に
、「
秋
月
三
名
君
」
の

一
人
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
亀
井
昭
陽
に
よ
る
右

の
碑
文
は
、
ま
さ
し
く
黒
田
長
舒
を
「
明
君
（
名
君
）」

と
し
て
描
い
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
碑
文
に
つ
い
て
は
、
黒
田
長
舒
と

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
亀
井
昭
陽
が
長
舒
を
称
揚
す
る

た
め
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
文
中
の
事
実
関
係

に
不
正
確
な
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
読

む
必
要
が
あ
る
。
事
実
関
係
に
関
し
て
は
例
え
ば
、
秋

月
藩
校
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
「
稽
古
亭
」

と
し
て
創
設
さ
れ
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
大
拡

張
し
て
名
称
も
「
稽
古
観
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
天
明
五
年
に
襲
封
・
初
入
部
し
た
長
舒
が
建

て
た
か
の
よ
う
な
記
述
は
不
正
確
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

昭
陽
の
父
南
冥
に
お
い
て
も
、
藩
校
拡
張
時
に
扁
額

（「
稽
古
観
」）
を
書
き
、長
舒
の
初
入
部
早
々
引
見
（
昭

陽
も
同
席
）
を
受
け
、
天
明
六
年
か
ら
は
毎
月
秋
月
に

て
藩
士
に
教
授
す
る
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
（
後

述
）、
昭
陽
が
（
父
南
冥
へ
の
崇
敬
も
込
め
て
）
長
舒

を
称
揚
す
る
の
は
当
然
だ
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
明
君
」
を
称
揚
す
る
書
物
の
最

秋
月
藩
校
稽
古
観
の
理
念
と
亀
井
南
冥
の
経
世
論　
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た
る
も
の
と
い
う
べ
き
「
明
君
録
」
の
ほ
と
ん
ど
が
、

根
拠
と
な
る
事
実
を
持
ち
な
が
ら
も
誇
張
や
脚
色
を
伴

う
逸
話
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
（
深

谷
克
己
「
明
君
録
─
期
待
さ
れ
る
君
主
像
」、
歴
史

科
学
協
議
会
編
『
歴
史
を
よ
む
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
）、
昭
陽
の
碑
文
を
全
く
の
虚
偽
で
あ
る

と
か
信
ぴ
ょ
う
性
の
薄
い
史
料
と
し
て
片
づ
け
る
の
は

妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
昭
陽
の
父
南
冥
か
ら
続
く

秋
月
藩
と
の
密
接
な
関
係
や
、
藩
政
の
実
態
を
解
き
明

か
し
て
、
長
舒
明
君
像
形
成
の
端
緒
（
昭
陽
の
碑
文
）

が
ど
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
昭
陽
の
父
亀
井
南
冥
の
学
問
や

著
作
（
と
り
わ
け
南
冥
が
著
し
た
明
君
録
）、
秋
月
藩

主
黒
田
長
舒
・
長
韶
に
よ
る
改
革
政
治
へ
の
影
響
に
つ

い
て
、秋
月
藩
校
稽
古
観
の
検
討
を
入
口
に
考
察
す
る
。

そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
学
問
や

政
治
理
念
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

１
．
藩
校
と
学
問

　

─
秋
月
藩
・
亀
井
南
冥
を
中
心
に
─

（
一
）
秋
月
藩
校
「
稽
古
観
」

　

秋
月
藩
の
藩
校
は
、
安
永
四
年(

一
七
七
五)

、
藩

主
黒
田
長
堅
の
時
、城
下
新
小
路
に
学
校
を
設
け
て「
稽

古
亭
」
と
称
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
師
範
役
は
、

竹
田
春
庵
（
貝
原
益
軒
門
人
）
父
子
に
従
学
し
、
藩
主

長
堅
の
教
育
役
と
し
て
江
戸
に
も
在
勤
す
る
こ
と
に
な

る
（
安
永
九
年
）、
原
百
助
（
坦
斎
）
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
稽
古
亭
」
が
創
設
さ
れ
た
一
八
世
紀
後
半
は
、

全
国
的
に
藩
校
が
急
増
す
る
時
期
で
あ
る
。
秋
月
藩
に

関
わ
り
の
深
い
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
れ
ば
、
米
沢
藩
校

興
譲
館
が
安
永
五
年(

一
七
七
六) 
、
高
鍋
藩
校
明

倫
堂
が
安
永
七
年(

一
七
七
八)

、
福
岡
藩
校
修
猷
館
・

甘
棠
館
（
東
西
学
問
所
）
が
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）

の
設
立
で
あ
る
。
当
時
の
米
沢
藩
主
上
杉
治
憲（
鷹
山
）、

高
鍋
藩
主
秋
月
種
茂
（
鷹
山
の
兄
）、
次
に
見
る
秋
月

藩
主
黒
田
長
舒
（
種
茂
の
実
子
、
鷹
山
の
甥
）
の
三
人

の
藩
主
が
「
秋
月
三
名
君
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
は
す

で
に
ふ
れ
た
が
、
近
世
、
特
に
一
八
世
紀
後
半
の
「
明

君
（
名
君
）」
の
治
世
に
は
、
藩
校
の
設
立
や
拡
張
と

い
っ
た
教
学
政
策
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
ど
う
や
ら

「
明
君
」
の
治
世
と
藩
校
（
設
立
・
拡
充
）
と
の
間
に

は
密
接
な
関
係
が
あ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
上
記
諸
藩
の
中
で
も
い
ち
早
く
藩
校
を
設
立

し
、
黒
田
長
舒
を
「
明
君
（
名
君
）」
と
し
て
戴
い
た

秋
月
藩
に
お
け
る
藩
校
や
学
問
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

は
、
近
世
と
い
う
時
代
の
中
の
大
き
な
転
換
点
で
も
あ

る
一
八
世
紀
後
半
と
い
う
時
期
の
政
治
・
社
会
の
潮
流

を
解
き
明
か
す
上
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
秋
月
藩
校
が
大

き
な
発
展
を
見
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
九
月
の
大
拡
張
で
あ
る
。
藩
校
に
武
芸

所
が
併
設
さ
れ
、
校
名
を
「
稽
古
観
」
と
改
称
、
藩
校

の
理
念
や
規
則
を
示
し
た
「
稽
古
観
文
武
公
令
」
も
家

老
連
名
で
発
令
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
前

藩
主
黒
田
長
堅
の
没
（
天
明
四
年
二
月
）
後
、
長
舒
の

襲
封
に
向
け
た
動
き
が
進
ん
で
お
り
、
長
舒
の
襲
封
・

入
部
を
に
ら
ん
だ
拡
張
と
も
言
わ
れ
る
。

　

こ
の
拡
張
事
業
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
稽
古

稽古館跡に建つ朝倉市秋月博物館



観
文
武
公
令
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
藩
校
の
理
念
で
あ

る
。
同
令
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
学
問
之
儀
は
、
治
世
安
民
之
要
道
ニ
乄
、
人
道

之
根
本
ニ
候
条
、
忠
孝
之
道
を
開
キ
、
銘
々
身
持

正
ク
人
倫
格
段
ニ
相
慎
、
有
用
之
才
を
達
し
、
国

家
之
御
用
ニ
可
相
立
教
之
儀
ニ
候
得
は
、
可
心
掛

儀
第
一
ニ
候
条
、
年
若
面
々
随
分
打
入
り
無
間
断

可
致
出
精
候
。
尤
経
学
文
章
博
覧
強
識
相
揃
候
様

ニ
有
之
度
儀
ニ
候
得
共
、
人
毎
に
其
段
之
全
備
は

容
易
ニ
難
至
儀
ニ
候
得
は
、
兎
角
性
質
之
近
キ
所

を
能
相
修
シ
、
各
国
家
之
御
用
ニ
供
シ
、
才
力
卓

越
一
廉
御
用
ニ
も
相
立
候
人
物
、
追
々
致
出
来
候

様
ニ
、
専
教
導
有
之
度
儀
ニ
候
。
…
…

一
、
軍
学
之
儀
は
、
守
国
征
乱
之
要
道
ニ
乄
、
武
儀

之
根
本
ニ
候
条
、
…
…

一
、
諸
武
芸
之
儀
は
、
討
賊
立
功
之
要
道
ニ
乄
、
練

武
之
根
本
ニ
候
条
、
…
…

（
秋
月
古
文
書
講
読
会
編
『
稽
古
観
文
武
公
令
』

二
〇
一
七
年
）

　

右
の
趣
意
書
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、学
問
＝「
治

世
安
民
の
要
道
」、
学
問
は
領
民
の
統
治
と
そ
の
生
命
・

生
活
の
安
定
の
た
め
に
こ
そ
必
要
な
の
だ
と
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
秋
月
藩
で
は
、
学
問
が
直
接
的
に
政
治
的

効
用
を
持
つ
こ
と
を
強
く
押
し
出
し
て
、
藩
校
（
稽
古

観
）
の
振
興
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ

の
こ
と
は
、
引
用
部
分
の
各
所
で
「
有
用
の
才
」、「
国

家
の
御
用
に
相
立
つ
べ
き
教
え
」、「
国
家
の
御
用
に
供

し
」、「
御
用
に
も
相
立
ち
」（
い
ず
れ
も
傍
線
部
）
な

ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
試
み
に
こ
れ
を
、
長
舒
の
叔
父
に
あ
た
る
上

杉
治
憲
（
鷹
山
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
米
沢
藩
校
興
譲

館
の
場
合
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
興
譲
館
設
立
の
趣
旨

や
基
本
的
な
あ
り
方
を
定
め
る
の
に
中
核
的
な
役
割
を

果
た
し
た
儒
学
者
・
細
井
平
洲
は
、
興
譲
館
設
立
の
目

的
・
精
神
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
『
建
学

大
意
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（『
興
譲
館
世
紀
』

一
〇
四
頁
）。
す
な
わ
ち
、「
安
上
利
民
の
政
は
、
仁
義

徳
行
を
尚
ぶ
に
成
り
、
利
口
才
智
を
用
ふ
る
に
敗
る
ゝ

こ
と
、
古
今
の
鑑
、
瞭
然
た
り
」
と
。
ま
た
、『
建
学

大
意
』の
内
容
を
敷
衍
し
て
分
か
り
や
す
く
説
い
た「
平

洲
答
書
」
で
は
、「
御
国
に
学
問
所
御
造
立
遊
ば
さ
れ

候
御
本
意
は
、御
先
祖
様
よ
り
の
風
俗
を
失
ひ
申
さ
ず
、

万
人
安
堵
仕
候
様
に
遊
ば
さ
れ
た
し
と
申
す
処
御
極
意

に
て
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
米
沢
藩
の

場
合
、
藩
校
で
の
教
育
の
目
的
と
し
て
、
学
ん
だ
者
が

「
仁
義
徳
行
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
先
祖
か
ら
受
け

継
が
れ
た
風
習
や
く
ら
し
の
あ
り
方
（「
風
俗
」）
の
維

持
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

「
安
上
利
民
」
や
「
万
人
安
堵
」
と
い
う
政
治
目
標
の

達
成
は
、
米
沢
藩
校
に
学
ん
だ
者
の
道
徳
的
な
完
成
に

よ
り
実
現
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
道
徳
面
の
涵
養

「稽古観文武公令」

稽古館平面図



に
重
き
を
置
く
こ
の
見
解
と
比
べ
れ
ば
、直
接
的
に「
治

世
安
民
」
や
「
国
家
」
に
「
有
用
の
才
」
の
育
成
を
掲

げ
た
稽
古
観
（
秋
月
藩
校
）
設
立
の
趣
旨
が
、
学
問
・

教
育
の
目
的
と
し
て
、
道
徳
面
よ
り
も
、
直
接
の
政
治

的
効
果
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

で
は
、「
国
家
」に「
有
用
の
才
」を
身
に
つ
け
る
に
は
、

ど
の
よ
う
な
学
び
が
必
要
と
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
文

武
芸
業
御
趣
意
書
」（『
稽
古
観
文
武
公
令
』）
の
波
線

部
の
文
言
に
示
さ
れ
て
い
る
（「
人
毎
に
其
の
段
の
全

備
は
容
易
に
至
り
難
き
儀
に
候
え
ば
、
兎
角
性
質
の
近

き
所
を
能
く
相
修
し
」）。
儒
学
理
論
、
漢
文
等
の
文
章

力
、
幅
広
い
読
書
・
教
養
と
記
憶
（「
経
学
文
章
博
覧

強
識
」）、こ
れ
ら
全
て
を
併
せ
持
つ
の
は
至
難
だ
か
ら
、

ま
ず
は
各
個
の
得
意
と
す
る
分
野
に
つ
い
て
学
修
し
て

そ
の
才
を
伸
ば
す
よ
う
に
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
儒

学
理
論
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
荻
生
徂
徠
の
「
気

質
不
変
化
」
説
と
極
め
て
親
和
的
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
参
考
ま
で
に
細
井
平
洲

の
見
解
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

人
を
教
へ
候
と
て
百
人
が
百
人
一
様
に
は
参
ら

ざ
る
も
の
、
人
心
各
々
別
な
る
事
は
申
し
上
ぐ
る

に
及
ば
ず
候
。
孔
夫
子
三
千
の
弟
子
、
七
十
人
の

親
炙
弟
子
達
も
、
人
々
心
慮
も
別
段
、
所
行
も
殊

更
に
て
、
尽
く
一
統
に
は
相
見
え
申
さ
ず
候
。
然

し
な
が
ら
聖
人
の
徳
化
に
て
孰
れ
も
善
人
君
子

に
相
成
ら
れ
、
大
は
大
、
小
は
小
、
そ
れ
〳
〵

に
世
界
の
用
に
立
つ
人
ば
か
り
と
相
見
え
申
候
」

（「
平
洲
答
書
」）

　

平
洲
も
人
々
の
性
質
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
点
、「
文
武
芸
業
御
趣
意
書
」と
同
様
だ
が
、

平
洲
の
場
合
は
、
誰
も
が
「
善
人
君
子
」
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
世
界
の
用
に
立
つ
」
こ
と
を
主
張
す
る
。

稽
古
観
の
「
文
武
芸
業
御
趣
意
書
」
が
想
定
す
る“

教

育
→
有
用
の
才”

の
間
に
、
諸
人
に
共
通
す
る
道
徳
的

完
成
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
教
育
→
道
徳
的
完

成
→
用
に
立
つ
人
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
稽
古
観
が
掲
げ
た
教
育

は
、「
国
家
」
に
よ
る
「
治
世
安
民
」
に
「
有
用
の
才
」

を
育
成
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
学
ぶ
者
の
個
性
に
応

じ
て
そ
の
得
意
分
野
を
伸
ば
す
こ
と
を
前
面
に
押
し
出

し
た
点
に
こ
そ
、
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
細

井
平
洲
の
見
解
と
比
較
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

よ
う
な
稽
古
観
の
教
育
方
針
は
特
に
、
学
問
に
つ
い
て

道
徳
涵
養
よ
り
も
、
そ
の
直
接
的
な
政
治
的
効
用
を
強

く
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
極
め
て
特
徴
的
な
の

で
あ
る
。

（
二
）
亀
井
南
冥
と
稽
古
観

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
秋
月
藩
校
・
稽

古
観
の
教
育
方
針
を
理
解
す
る
上
で
、
最
も
重
要
な
人

物
が
福
岡
藩
の
高
名
な
儒
学
者
・
亀
井
南
冥（
一
七
四
三

～
一
八
一
四
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
南
冥
と
秋
月

藩
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

「
何
に
よ
り
て
か
く
入
部
早
々
福
岡
の
儒
臣
を
引
見

せ
ら
れ
た
る
か
」。
秋
月
へ
の
初
入
部
早
々
、
黒
田

長
舒
が
亀
井
南
冥
を
引
見
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
秋

月
に
生
ま
れ
内
務
官
僚
・
神
職
等
と
し
て
活
躍
し
た

山
田
新
一
郎
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い

る
（「
亀
井
南
冥
と
原
古
処
家
（
二
）」『
筑
紫
史
壇
』

四
九
、一
九
三
〇
年
）。
天
明
五
年(

一
七
八
五)

三
月

に
襲
封
し
て
藩
主
の
座
に
就
い
た
黒
田
長
舒
は
、
五
月

に
秋
月
初
入
部
を
果
た
し
た
が
、
長
舒
は
年
内
に
亀
井

南
冥
を
秋
月
に
招
き
、
当
時
一
三
歳
の
息
子
（
亀
井
昭

陽
）
と
も
ど
も
引
見
し
た
。
南
冥
か
ら
見
れ
ば
、
天
明

四
年
に
開
設
さ
れ
た
福
岡
藩
校
甘
棠
館
の
総
裁
着
任
の 亀井南冥（能古博物館蔵）



翌
年
で
あ
る
。
山
田
の
問
い
は
、
な
ぜ
長
舒
が
、
他
藩

の
学
者
、
そ
れ
も
福
岡
藩
校
総
裁
と
な
っ
た
ば
か
り
の

南
冥
を
、
自
身
の
初
入
部
後
早
々
に
引
見
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
百
助
が
息
子

の
原
古
処
を
南
冥
に
入
門
さ
せ
、
南
冥
と
古
処
が
密
接

な
師
弟
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
。
両

者
の
親
密
な
関
係
は
、
原
古
処
が
福
岡
か
ら
秋
月
に
戻

る
に
あ
た
っ
て
南
冥
が
「
秋
月
原
生
来
入
学
、
賦
此
、

送
其
帰
三
首
」
を
送
り
、
そ
こ
に
「
古
処
山
高
秋
月
城

…
…
莫
墜
模
楷
三
世
名
」
と
い
っ
た
句
を
詠
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
右
の
山
田
の
問
い
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
こ
の
異
例
の
引
見
は
、
長
舒
が
亀
井
南
冥
を

い
か
に
重
ん
じ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実

際
、
亀
井
南
冥
は
、
翌
天
明
六
年
か
ら
毎
月
秋
月
に
て

長
舒
に
進
講
す
る
と
と
も
に
、
秋
月
藩
校
稽
古
観
に
お

い
て
藩
士
に
教
授
し
て
い
る
（「
不
佞
魯
、
応
朝
陽
公

召
侍
講
筵
、
兼
視
学
事
。
教
官
不
具
、
学
生
頗
怠
。
於

是
相
約
講
業
、
以
視
進
退
…
」、「
稽
古
館
左
伝
会
業
規

約
」
前
掲
山
田
論
文
所
載
）。
南
冥
は
長
舒
に
親
し
く

講
義
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
不
振
だ
っ
た
と
い

う
藩
校
で
の
学
問
・
教
育
を
盛
り
立
て
る
べ
く
、
長
舒

の
信
任
を
う
け
て
積
極
的
に
秋
月
藩
の
学
問
・
教
育
に

関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
秋
月
藩
校
稽
古
観
で
は
、
藩
主
黒
田
長
舒

の
積
極
姿
勢
の
下
、
天
明
五
年(

一
七
八
五)

に
教
授

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
原
百
助
を
中
心
に
、
亀
井
南
冥
の

来
講
を
得
て
、
教
育
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
く
。
具
体

的
な
教
育
内
容
・
方
針
等
に
つ
い
て
は
「
稽
古
観
之
次

第
覚
書
」「
学
問
諸
芸
之
義
被
仰
出
之
控
」（
前
掲
『
稽

古
観
文
武
公
令
』
所
収
）
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。
以
後
、
寛
政
元
年 

(

一
七
八
九)

に
闇
斎
学
派

か
ら
小
川
晋
斎
を
教
授
に
招
い
た
後
（
寛
政
八
年
ま

で
）、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
は
、
南
冥
来
講

の
天
明
六
年
に
訓
導
師
に
任
命
さ
れ
て
い
た
原
古
処
が

教
授
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
亀
井
南
冥
の
人
物
と
江
戸
時
代
の
儒
学

　

以
上
の
よ
う
に
、
秋
月
藩
校
稽
古
観
は
、
亀
井
南
冥

の
大
き
な
影
響
の
下
に
、
拡
充
・
運
営
さ
れ
て
い
っ

た
。
こ
こ
で
、
亀
井
南
冥
の
人
物
像
と
江
戸
時
代
の
儒

学
（
者
）
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
に
注
目
し
て
、
藩
校

開
設
・
拡
充
の
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

荻
生
徂
徠
・
太
宰
春
台
の
学
問
を
継
承
・
発
展
さ
せ

た
儒
学
者
と
し
て
高
名
で
あ
る
亀
井
南
冥
は
、
筑
前
国

早
良
郡
姪
浜
の
古
方
医
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
儒
学

を
僧
大
潮
（
荻
生
徂
徠
の
学
流
）
に
、
医
学
を
大
坂
の

永
富
独
嘯
庵
に
学
ん
だ
。
南
冥
は
、
大
坂
の
混
沌
社
中

や
、
熊
本
の
藪
孤
山
ら
、
各
地
の
学
者
・
文
人
と
交
友

し
つ
つ
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
第
七
代
福
岡
藩

主
・
黒
田
治
之
に
よ
っ
て
福
岡
藩
儒
医
に
取
り
立
て
ら

れ
る
。
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
は
西
学
問
所
頭
取
、

翌
年
に
設
立
さ
れ
た
藩
校
甘
棠
館
の
総
裁
に
着
任
す
る

が
、
寛
政
異
学
の
禁
発
令
の
余
波
に
よ
っ
て
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
に
失
脚
し
召
し
放
ち
と
な
る
。
主
著
と

し
て
、
黒
田
長
舒
が
序
を
書
い
た
『
論
語
語
由
』
が
あ

る
ほ
か
、『
半
夜
話
』
や
多
く
の
写
本
が
作
ら
れ
広
く

読
ま
れ
た
『
肥
後
物
語
』
な
ど
の
「
明
君
録
」
も
著
し

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
南
冥
の
経
歴
の
中
で
も
一
つ
の
重
要
な
画

期
を
な
す
の
が
、
黒
田
治
之
に
よ
る
抜
擢
と
寵
遇
で
あ

る
。
黒
田
治
之
と
自
身
の
関
係
に
つ
い
て
南
冥
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
臣
（
南
冥
）、
元
来
市
井
の
狂

生
な
り
し
を
、
神
変
不
思
儀
の
明
断
に
て
衆
議
を
も
顧

み
玉
は
ず
、
破
格
の
寵
に
て
儒
職
に
召
出
さ
れ
、
程
な

く
諸
儒
を
超
て
侍
読
に
召
さ
れ
、…
…
」（『
肥
後
物
語
』

「稽古観之次第覚書」



序
）。
南
冥
は
、黒
田
治
之
に
よ
る
登
用
に
つ
い
て
「
優

待
の
至
り
、
感
じ
奉
る
も
尚
余
り
あ
り
」
と
述
べ
て
、

市
井
の
医
者
・
儒
学
者
で
あ
っ
た
自
身
に
対
す
る
「
破

格
の
寵
」
に
深
い
感
謝
の
意
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

で
は
な
ぜ
、
亀
井
南
冥
は
黒
田
治
之
に
よ
る
待
遇
に

こ
こ
ま
で
感
じ
入
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
留
意
し

た
い
の
は
、
当
時
の
儒
学
者
に
対
す
る
社
会
的
な
立
ち

位
置
で
あ
る
。
南
冥
が
活
躍
し
た
一
八
世
紀
後
半
以
降

を
見
れ
ば
こ
そ
、
儒
学
者
は
一
定
の
社
会
的
地
位
を
得

て
い
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ま
で
、
特
に
江
戸
時

代
前
期
の
儒
学
者
に
対
す
る
社
会
の
視
線
は
非
常
に

厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
渡
辺

浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
、
原
著
一
九
八
五
年
）
を
参
照
し
て
み
よ

う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
例
え
ば
、
近
世
前
期
の
儒
学
者
と

し
て
著
名
な
中
江
藤
樹
は
、「
人
ノ
誹
謗
ヲ
憚
テ
、
昼

ハ
終
日
諸
士
ト
応
接
シ
」
て
お
り
、「
深
夜
人
目
を
忍

ん
で
儒
書
を
読
む
い
う
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
よ
う
な
苦

労
を
し
」
た
の
だ
と
い
う
。
一
七
世
紀
の
武
家
社
会
に

お
い
て
、
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
は
武
士
の
な
す
べ
き
こ
と

と
は
見
な
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ

る
か
の
よ
う
に
人
目
を
忍
ん
で
学
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
次
の
よ
う
な
事
例
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
『
可
笑
記
』
と
い
う
書
物
に
「
家
に
あ

り
た
き
物
は
、
よ
ま
ず
共
四
書
、
七
書
、
法
語
、
和
漢

の
集
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
（「
四
書
」
は
調
度

品
扱
い
で
読
め
な
く
て
も
よ
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
）、

幕
府
老
中
を
つ
と
め
た
松
平
信
綱
が
「
儒
者
の
申
様
に

て
国
の
政
務
は
な
ら
ぬ
物
也
…
却
て
政
務
の
害
に
成
」

と
述
べ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
が
示
す

よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
儒
学
者
は
も
と
も
と
、
尊
重
さ

れ
る
も
の
で
も
優
待
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
社

会
的
地
位
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、亀
井
南
冥
が
活
躍
し
た
一
八
世
紀
に
な
っ

て
も
、
儒
学
者
の
地
位
を
低
い
も
の
と
す
る
意
識
は
社

会
に
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
儒
学
を
教
育
の
中
心
と

す
る
藩
校
を
設
立
し
た
り
、
民
間
・
市
井
の
出
身
者
を

登
用
し
た
り
す
る
藩
主
の
登
場
は
、
儒
学
を
学
ぶ
者

に
と
っ
て
は
実
に
感
じ
入
る
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
南
冥
の
他
に
も
例
え
ば
、
混
沌
社
中
の
一
人

と
し
て
南
冥
と
も
交
流
し
た
頼
春
水(

一
七
四
六
～

一
八
一
六)

は
、
熊
本
藩
が
刊
行
し
た
漢
詩
選
集
の
校

訂
に
携
わ
っ
て
家
老
堀
平
太
左
衛
門
ら
か
ら
丁
重
な
礼

遇
を
受
け
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
学
問
筋
に
て
大
国
ノ
礼
物
ニ
あ
い
候
段
、
本
望
」

（
安
永
七
年
十
月
十
二
日
付
頼
春
水
書
簡
、頼
祺
一
『
近

世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』渓
水
社
、一
九
八
六
年
）と
。

頼
春
水
は
広
島
藩
儒
に
登
用
さ
れ
幕
府
の
寛
政
異
学
の

禁
を
推
進
し
て
「
寛
政
三
博
士
」
の
一
人
と
呼
ば
れ
る

人
物
だ
が
、
当
時
は
ま
だ
市
井
の
学
者
で
あ
り
、
そ
ん

な
自
分
が
学
問
的
な
働
き
に
よ
り
大
藩
か
ら
厚
遇
を
受

け
る
の
は
「
本
望
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
書
簡

で
春
水
は
、「
阿
波
ノ
千
助
へ
吹
調
仕
候
ハ
ヽ
、
立
揚

り
お
ど
り
可
申
」
と
も
述
べ
、
徳
島
藩
領
小
松
島
浦
の

船
頭
・
中
島
屋
専
助
（
千
助
、
明
君
録
『
肥
後
遊
草
』

作
者
、
小
関
悠
一
郎
『
上
杉
鷹
山
と
米
沢
』
吉
川
弘
文

館
、二
〇
一
六
年
参
照
）
の
共
感
を
予
期
し
て
い
る
が
、

春
水
同
様
に
民
間
で
学
問
に
取
り
組
み
、
登
用
さ
れ
て

そ
の
学
識
を
治
世
に
活
か
す
こ
と
を
望
む
者
は
少
な
く

な
か
っ
た
。
米
沢
藩
校
の
設
立
・
運
営
を
指
導
し
た
細

井
平
洲(

一
七
二
八
～
一
八
〇
一)

も
、
も
と
は
尾
張

の
豪
農
の
家
の
出
身
で
あ
り
民
間
の
人
だ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
藩
校
が
急
増
し
、
儒
学
学
習
熱
が
高
ま
っ
た

一
八
世
紀
後
半
以
降
は
、
学
識
に
よ
る
社
会
へ
の
貢

献
、
政
治
へ
の
参
画
を
渇
望
す
る
人
々
が
、
武
士
に
加

え
て
民
間
に
も
数
多
く
登
場
し
た
時
期
だ
っ
た
の
で
あ

る
（
な
お
、
こ
の
潮
流
は
明
治
期
に
ま
で
及
ぶ
と
言
え

る
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
黒
田
長
舒
の
治
世
は
、

近
世
の
政
治
に
お
い
て
徐
々
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
学
問

尊
重
・
学
者
優
待
の
流
れ
を
、
藩
校
設
立
を
は
じ
め
と

す
る
改
革
政
策
に
よ
っ
て
、
一
層
推
し
進
め
る
も
の

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
長
舒
と
と
も
に「
秋
月
三
名
君
」



と
呼
ば
れ
る
上
杉
治
憲
の
改
革
（
米
沢
藩
）、
秋
月
種

茂
の
改
革
（
高
鍋
藩
）
で
も
、
藩
校
（
興
譲
館
・
明
倫

堂
）
は
主
要
な
政
策
の
一
つ
だ
っ
た
。
近
世
中
後
期
に

お
い
て
「
藩
校
」・「
明
君
」・「
改
革
」
の
三
者
は
密
接

な
関
連
を
持
っ
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

２
．
秋
月
藩
の
改
革
政
治
と

　
　
　
　
　
　
　「
仁
政
」・「
富
国
」
の
経
世
論

　

で
は
、
秋
月
藩
校
稽
古
観
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
亀
井
南
冥
は
、
黒
田
長
舒
・
長
韶
に
よ
る
改
革
政
治

─
藩
校
に
と
ど
ま
ら
な
い
秋
月
藩
の
諸
政
策
─
に
対
し

て
は
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

章
で
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
、亀
井
南
冥
の
経
世
論
（
政

治
・
政
策
論
）、
と
り
わ
け
南
冥
が
『
肥
後
物
語
』『
半

夜
話
』
と
い
う
明
君
録
を
著
し
た
こ
と
に
着
目
し
て
考

察
し
て
み
た
い
。

（
一
）
黒
田
長
舒
の
育
子
政
策
へ
の
意
思

　

亀
井
昭
陽
は
、
前
述
し
た
黒
田
長
舒
の
墓
碑
銘
で
長

舒
の
治
績
に
つ
い
て
、
学
問
・
藩
校
の
振
興
や
善
行
者

表
彰
の
施
策
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、「
育
子
の

制
を
設
け
」
た
こ
と
に
言
及
し
て
民
を
思
う
君
主
だ
っ

た
旨
を
述
べ
て
い
る
。
秋
月
藩
に
お
い
て「
育
子
の
制
」

す
な
わ
ち
子
ど
も
養
育
の
た
め
の
政
策
（
育
子
政
策
）

が
本
格
的
に
展
開
し
た
の
は
、
後
述
の
よ
う
に
次
代
長

韶
の
時
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
長
舒
の
次
の
よ
う
な

直
書
こ
そ
は
、
秋
月
藩
に
お
け
る
以
後
の
育
子
政
策
の

根
拠
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
個
人
蔵
（
朝
倉
市
教
育
委
員
会
寄
託
）

の
史
料
「
育
子
方
記
録
捨
子
届
出
之
控
」
に
収
め
ら
れ

た
「
長
舒
公
御
直
書
写
」
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
見
て

み
よ
う
。

当
地
に
於
い
て
産
子
を
殺
し
捨
て
候
儀
こ
れ
有

る
か
に
候
。
有
る
ま
じ
き
風
俗
、
嘆
か
わ
し
き
次

第
に
候
。
根
元　

公
儀
よ
り
も
御
制
禁
の
儀
、
猶

更
近
来
は
江
戸
表
御
政
事
の
儀
に
付
て
は
、
領
分

中
な
ど
か
様
の
悪
風
の
風
俗
そ
の
侭
に
致
し
置

き
候
段
、
恐
れ
入
る
事
に
候
。
彼
是
以
て
こ
の
悪

習
相
止
め
候
よ
う
念
願
に
候
。
…
右
我
等
存
念
を

く
み
は
か
り
連
々
の
悪
風
俗
除
き
候
よ
う
緩
が

せ
な
く
取
り
計
ら
う
べ
く
候
。
／
天
明
八
申
年

十
二
月
日

　

い
わ
ゆ
る
マ
ビ
キ
や
捨
子
の
習
俗
は
、
嘆
か
わ
し
い

「
悪
風
の
風
俗
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
悪
習
を
断
ち
切

る
こ
と
が
念
願
で
あ
る
。
長
舒
は
こ
う
述
べ
て
、
そ
の

思
い
を
汲
ん
で
根
絶
に
取
り
組
む
よ
う
に
直
書
に
よ
っ

て
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
米
沢
藩
の
上
杉
鷹
山
も
同
趣

旨
の
直
書
を
そ
の
治
世
の
初
め
に
出
し
て
い
る
が
、
こ

の
直
書
は
そ
の
後
の
秋
月
藩
政
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、文
化
一
五
年（
一
八
一
八
）、

育
子
政
策
の
実
施

に
あ
た
っ
た
藩

士
・
間
小
四
郎
が

次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら

も
よ
く
分
か
る
。

す
な
わ
ち
、「
育

子
の
儀
は
御
仁
政

の
基
に
候
え
ば
、

百
生
ど
も
産
子
を

捨
て
候
儀
、
御
先

代
様
深
く
尊
慮
を

労
せ
ら
れ
、
世
帯

向
き
御
難
渋
の
折

柄
な
か
ら
少
々
御

手
当
も
成
し
置
か

れ
候
…
…
」
と
（「
口
演
」、「
育
子
方
記
録
捨
子
届
出

之
控
」
所
収
）。
間
は
、
生
ま
れ
て
き
た
子
を
育
て
る

こ
と
は
「
仁
政
」
の
基
本
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
い

て
長
舒
が
育
子
政
策
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
触
れ
て
、

育
子
政
策
実
施
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
舒
の
育
子
政
策
へ
の
意
志
・
直

書
は
、
近
世
後
期
の
秋
月
藩
に
お
け
る
育
子
政
策
の
基

礎
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

黒田長舒直書「覚」



（
二
）
亀
井
南
冥
の
経
世
論
・
明
君
像
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
仁
政
」
思
想

　

こ
の
よ
う
な
長
舒
の
考
え
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
の
が
、
亀
井
南
冥
の
経
世
論
や

明
君
像
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
端
を
知
る
べ
く
、

南
冥
が
著
し
た
明
君
録
（
熊
本
藩
主
細
川
重
賢
を
「
明

君
」
と
し
て
そ
の
改
革
を
描
き
出
し
た
『
肥
後
物
語
』、

お
よ
び
熊
本
藩
政
を
紹
介
し
な
が
ら
福
岡
藩
政
に
つ
い

て
建
言
し
た
『
半
夜
話
』）
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　

南
冥
は
、
両
書
に
お
い
て
、「
学
問
は
国
政
の
基
…

学
芸
を
尊
崇
な
さ
れ
…
学
者
を
ば
格
別
に
あ
ひ
し
ら
ひ

…
」（『
肥
後
物
語
』「
肥
後
候
学
者
を
優
待
し
た
ま
ふ

事
」）
と
か
、「
文
学
・
武
芸
・
算
術
・
天
文
・
手
習
・

仕
付
方
…
一
家
中
の
人
学
校
に
て
稽
古
せ
ざ
る
者
は
一

人
も
な
し
」（
同
「
学
校
に
て
人
才
を
仕
立
る
事
」）
と

述
べ
て
熊
本
藩
に
お
け
る
細
川
重
賢
の
教
学
政
策
を
高

く
評
価
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
御
稽
古
所
…
御

建
立
遊
ば
さ
れ
ず
候
は
御
大
国
の
大
闕
典
」（『
半
夜

話
』）
と
い
う
よ
う
に
、（
福
岡
藩
で
も
）「
御
稽
古
所
」

＝
藩
校
を
設
立
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
政
治
の
基
本
で
あ
る
学
問
の
振
興
に
努
め
れ
ば
、

思
い
の
ま
ま
に
「
仁
政
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
（「
聖
学
の
一
事
御
勧
め
…
根
元
厚
く

遊
ば
さ
れ
候
は
ば
、
行
く
末
如
何
な
る
御
仁
政
を
も
御

施
し
…
誠
に
堯
舜
の
君
と
天
下
に
仰
ぎ
奉
り
申
す
べ

し
」）。

　

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
仁
政
」
と
い
う
の
は
、「
民

の
父
母
」
た
る
有
徳
の
君
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き

恵
み
深
い
政
治
の
こ
と
で
、
当
時
の
学
問
（
儒
学
）
が

理
想
と
し
た
政
治
の
こ
と
で
あ
る
。
後
年
、
福
沢
諭
吉

は
、
こ
の
「
仁
政
」
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
基
本
的
な
考
え

方
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、「
亜
細
亜
諸
国
に
お
い
て
は
国
君
の
こ
と
を

民
の
父
母
と
云
い
、
…
民
を
撫
す
る
に
博
愛
を
主
と

し
、…
扶
助
救
育
し
て
衣
食
住
の
安
楽
を
得
せ
し
め
…
」

（『
学
問
の
す
す
め
』
十
一
編
）
と
。
ア
ジ
ア
諸
国
で
は

君
主
は
「
民
の
父
母
」
と
呼
ば
れ
、
親
が
子
を
撫
で
さ

す
っ
て
い
た
わ
る
よ
う
に
民
を
広
く
愛
し
て
（
＝
「
仁

政
」）、
民
の
衣
食
住
を
充
足
さ
せ
る
べ
き
存
在
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
一
方
で
福
沢
は
、

こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
よ

く
事
実
を
考
れ
ば
、
政
府
と
人
民
と
は
も
と
骨
肉
の
縁

あ
る
に
非
ず
、
…
他
人
と
他
人
の
附
合
に
は
情
実
を
用

ゆ
べ
か
ら
ず
、
必
ず
規
則
約
束
な
る
者
を
作
り
、
…
此

乃
ち
国
法
の
起
り
し
由
縁
な
り
」
と
（
以
上
に
つ
い
て

は
、
牧
原
憲
夫
『
客
分
と
国
民
の
あ
い
だ
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
年
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
近
代
に
な
る

と
政
治
の
理
想
的
な
あ
り
方
は
近
代
法
治
主
義
に
基
づ

く
も
の
に
大
き
く
変
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
近
世
当
時

は
あ
く
ま
で
「
民
の
父
母
」
に
よ
る
「
仁
政
徳
治
」
が

政
治
の
理
想
で
あ
っ
た
。
秋
月
藩
政
に
つ
い
て
言
え
ば
、

黒
田
長
舒
も
亀
井
南
冥
も
と
も
に
、
当
時
の
理
想
と
さ

れ
た
「
仁
政
徳
治
」
の
実
現
に
近
づ
く
べ
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
政
治
の

理
想
こ
そ
変
わ
れ
ど
、
こ
う
し
た
理
想
実
現
に
向
け
た

努
力
は
、
現
代
に
あ
っ
て
も
強
く
求
め
ら
れ
る
事
柄
で

あ
ろ
う
。

　

さ
て
、『
肥
後
物
語
』『
半
夜
話
』
に
話
を
戻
す
と
、

藩
校
設
立
な
ど
の
教
学
政
策
は
も
ち
ろ
ん
、
南
冥
が
細

川
重
賢
明
君
録
を
著
し
て
提
言
し
た
い
く
つ
か
の
改
革

政
策
が
、
秋
月
藩
政
（
黒
田
長
舒
の
治
世
）
で
も
採
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
熊
本
藩

に
お
け
る
徒
刑
採
用
に
つ
い
て
南
冥
は
、「
徒
刑
…
古

来
聖
人
の
刑
…
至
て
仁
政
…
仁
政
徳
教
国
中
に
み
ち
て

…
」（『
肥
後
物
語
』「
徒
刑
の
事
」）
と
述
べ
、「
仁
政
」

と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
秋
月
藩
で
も
「
徒
刑

『肥後物語』



の
法
」
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
上

述
の
黒
田
長
舒
墓
碑
銘
参
照
）。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
半
夜
話
』『
肥
後
物
語
』

に
お
い
て
、
秋
月
藩
で
の
育
子
政
策
と
の
関
連
を
示
唆

す
る
か
の
よ
う
に
、
捨
子
防
止
に
関
す
る
熊
本
藩
の
施

策
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
半
夜
話
』
で
は
九
つ
の
項

目
の
う
ち
の
一
つ
で
捨
子
防
止
に
つ
い
て
提
言
し
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
御
上
は
一
国
の
父
母
に
て
…
貧
民
ま
で
皆
々

御
子
に
て
御
座
候
…
…
民
は
国
の
本
な
り
…
百
姓
は
一

国
の
根
元
…
そ
の
百
姓
が
子
を
捨
て
ね
ば
饑
寒
に
及
ぶ

と
申
す
は
、
畢
竟
御
政
事
の
行
き
届
か
ざ
る
所
」
と
。

南
冥
は
、
民
が
子
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

至
ら
せ
る
の
は
政
治
の
不
行
き
届
き
で
あ
る
と
指
摘
し

て
、
藩
主
（
黒
田
治
之
）
に
対
し
て
（
一
国
の
）
「
民

の
父
母
」
と
し
て
の
自
覚
を
求
め
、
捨
子
習
俗
に
問
題

意
識
を
持
つ
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
熊
本
藩

で
は
「
捨
子
捨
馬
致
し
た
る
は
死
罪
な
り
と
申
す
法
に

て
、
甚
だ
厳
重
な
る
事
ゆ
へ
、
只
今
に
て
は
決
し
て
捨

て
る
者
は
な
し
」（『
肥
後
物
語
』「
捨
子
捨
馬
死
罪
の

法
立
事
」）
と
い
う
よ
う
に
、
実
際
に
捨
子
を
根
絶
し

た
「
明
君
」
が
い
る
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
だ
、
と
い
う

わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
に
南
冥
の
捨
子
習
俗
に
対
す
る
問

題
意
識
は
鮮
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
南
冥
自
身
と
そ
の
門

下
、
さ
ら
に
南
冥
が
著
し
た
明
君
録
を
通
じ
て
秋
月
藩

政
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
、『
肥
後
物
語
』『
半
夜
話
』
に
捨
子
対
策

が
「
仁
政
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
、
秋
月
藩
に
お
け
る
育
子
政
策
の
本
格
的
展
開
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
三
）
秋
月
藩
に
お
け
る
育
子
政
策
の
展
開

　

先
述
の
よ
う
に
、
秋
月
藩
に
お
い
て
育
子
政
策
が
本

格
的
に
展
開
す
る
の
は
、
黒
田
長
舒
の
次
の
藩
主
・
長

韶
（
な
が
つ
ぐ
）
の
治
世
に
お
い
て
で
あ
る
。
黒
田
長

韶
は
、
文
政
年
間
の
直
書
に
お
い
て
「
御
先
代
深
き
思

し
召
し
を
以
て
天
明
八
年
、
産
子･

育
子
の
儀
仰
せ
出

さ
れ
…
」（「
長
韶
公
御
直
書
写
」、
一
八
二
四
年
写
、

「
育
子
方
記
録
捨
子
届
出
之
控
」
所
収
）
と
述
べ
、
長

舒
の
遺
志
を
継
い
で
育
子
政
策
の
推
進
を
宣
言
し
て
い

る
。
実
際
に
育
子
政
策
が
展
開
す
る
の
は
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
執
り
行
わ
れ
た
長
舒
の
年
忌
法
要
を

契
機
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
奥
頭
取
か
ら
領
内

の
大
庄
屋
に
向
け
て
、「
朝
陽
院
様
、
御
領
中
育
子
の

儀
…
今
度
御
年
忌
…
思
し
召
し
を
受
け
継
が
せ
ら
れ
、

又
…
貧
窮
の
者
の
上
思
し
召
さ
れ
…
」
と
の
通
達
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

｢

産
子
養
育
執
行
廉
附｣

（｢

育
子
方
記
録
捨
子
届

出
之
控｣

所
収
）
に
よ
れ
ば
、
手
付
の
廻
村
、
懐
胎
調

査
、
手
当
支
給
が
政
策
の
柱
と
さ
れ
た
。
懐
胎
調
査
に

関
し
て
は
、村
々
の
組
頭
を
「
懐
婦
吟
味
方
」
に
任
じ
、

五
人
組
に
よ
る
懐
妊
申
告
、
一
一
歳
以
上
の
女
子
に
対

す
る
養
育
主
意
の
読
聞
せ
、
庄
屋
組
頭
に
よ
る
懐
妊
調

査
、流
産
等
の
申
告
と
確
認
調
査(

処
罰
規
定
を
伴
う)

に
よ
り
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
手
当
支
給
に

つ
い
て
は
、
妊
娠
時
の
産
着
支
給
、
養
育
米
の
支
給
、

授
乳
期
間
に
再
び
懐
妊
し
た
場
合
の
乳
母
の
手
配
な
ど

が
主
な
内
容
と
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
手
習
師
匠
に

よ
る
、間
引
き
を
戒
め
る
手
習
書
（
お
手
本
）
の
作
成
、

幼
少
の
子
ど
も
へ
の
教
授
の
指
示
も
出
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
は
文
政
六
年
か
ら
翌
々
年
に
か
け
て
通
達
さ
れ
た
も

の
で
、
長
舒
の
遺
志
を
継
承
し
た
、
総
合
的
な“

子
育

て
支
援”

制
度
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
育
子
政
策
で
は
、
医
師
・
医
療
の
積
極

的
活
用
も
図
ら
れ
た
。
「
育
子
方
記
録
捨
子
届
出
之
控
」

に
よ
れ
ば
、「
子
添
婆
」（
産
婆
）
に
産
科
医
師
（
依
井「産子養育執行廉附」



村
・
藤
崎
養
迪
ら
）
へ
の
入
門
を
義
務
付
け
、
誓
詞
血

判
を
提
出
さ
せ
て
、「
子
添
免
札
」
を
交
付
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
出
生
時
の
マ
ビ
キ
を
防
止
す
る
た
め
、
産

婆
を
登
録
制
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
産
時
か
か

り
医
師
の
駕
籠
代
金
の
公
費
支
給
（「
公
役
」）、
流
産

時
の
産
科
医
師
に
よ
る
立
会
見
分
、
出
生
時
使
用
の
医

薬
（
済
救
丸
等
）
や
産
着
の
下
賜
な
ど
、
経
費
・
物
品

支
給
と
医
師
に
よ
る
監
督
が
定
め
ら
れ
た
。
「
稽
古
観

文
武
公
令
」
に
は
、「
医
術
の
儀
は
、
国
家
御
仁
政
の

補
助
、
万
人
の
病
難
を
相
救
ひ
候
儀
、
格
別
の
訳
に
候
」

と
の
一
節
が
あ
る
が
、
文
政
年
間
の
育
子
政
策
で
は
、

ま
さ
し
く「
仁
政
」実
現
の
た
め
、医
師
・
医
療（「
医
術
」）

の
活
用
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
黒
田
長
舒
の
改
革
の

趣
旨
（
医
療
に
よ
る
「
仁
政
」）
を
体
現
・
具
体
化
し

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
肥
後
物
語
』
で
は
、
熊
本
藩
で
は
「
捨

子
…
致
し
た
る
は
死
罪
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て
い
た
。
文
政
年
間
の
秋
月
藩
の
場
合
も
同
様
に

捨
子
行
為
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
設
け
て
い
る
。
次
の

よ
う
で
あ
る
。
「
ひ
そ
か
に
流
産
い
た
し
候
え
ば
、
女

は
も
ち
ろ
ん
、
亭
主
を
も
重
き
御
咎
仰
せ
付
け
ら
れ

…
」（「
育
子
方
記
録
捨
子
届
出
之
控
」
よ
り
「
産
子
養

育
執
行
廉
附
」「
起
請
文
前
書
写
」）。
ま
た
、「（
産
婆
が
）

出
生
の
子
こ
ろ
し
候
儀
、
又
は
流
産
血
荒
し
等
…
料
簡

違
い
仕
り
候
え
ば
死
罪
…
」（
同
）。
こ
の
よ
う
に
、
秋

月
藩
の
育
子
政
策
は
、そ
れ
が
や
む
に
や
ま
れ
ず
捨
子
・

マ
ビ
キ
に
及
ん
だ
者
の
命
を
脅
か
す
も
の
だ
っ
た
こ
と

は
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
藩
領
民
は
ど
の
よ
う
に
対
処

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
育
子
方
記
録
捨
子
届
出
之
控
」

に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
事
件
に
よ
っ
て
見
て
み
よ

う
。
こ
の
事
件
は
、
千
手
村
の
百
姓
と
見
ら
れ
る
安
右

衛
門
の
娘
が
行
っ
た
捨
子
に
関
わ
る
行
為
が
露
見
し

て
、
父
（
安
右
衛
門
）
は
流
罪
、
娘
は
入
牢
と
な
り
、

娘
の
死
罪
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
状
況
に
立
ち
至
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
罪
状
の
詳
細
等
は
不
明
だ
が
、
注

目
さ
れ
る
の
は
、こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
に
際
し
て
、

郡
内
の
大
庄
屋
ら
が
助
命
歎
願
を
行
う
と
い
う
行
動
に

出
た
こ
と
で
あ
る
。
大
庄
屋
ら
が
嘆
願
書
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
一
層
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
根
元
御
慈
悲
筋
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
候
育
子
御
法
の
儀

に
つ
き
、
押
し
て
御
助
命
の
儀
、
恐
れ
な
が
ら
願
い
上

げ
奉
り
候
」
と
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
庄
屋

ら
が
育
子
政
策
の
趣
旨
に
つ
い
て
、「
御
慈
悲
筋
」
よ

り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当

時
、「
仁
政
」
が
藩
主
の
慈
悲
深
さ
を
示
す
言
葉
で
も

あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
大
庄
屋
ら
の
嘆
願
は
、

育
子
政
策
は
「
仁
政
」
を
趣
旨
と
す
る
も
の
な
の
だ
か

ら
、「
仁
政
」
と
は
対
極
的
と
も
言
え
る
死
罪
は
避
け
、

命
を
救
っ
て
ほ
し
い
、
と
の
主
張
だ
と
理
解
で
き
る
。

大
庄
屋
ら
の
主
張
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
死
罪
の
規

定
は
、
南
冥
の
熊
本
藩
評
価
に
も
反
し
て
「
仁
政
」
の

趣
旨
を
逸
脱
す
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
秋

月
藩
の
育
子
政
策
に
は
、
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
陥
穽
が

含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
（『
肥
後
物
語
』
に
よ
れ
ば
熊

本
藩
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
）、
見
落
せ
な
い
事
実
だ

ろ
う
。

　

た
だ
し
、
千
手
村
安
右
衛
門
娘
の
事
件
の
場
合
、
育

子
政
策
＝
「
仁
政
」
と
の
宣
言
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
助
命
歎
願
を
可
能
に
し
て
い
る
側
面
に
も
留
意
す
べ

き
で
あ
る
。
領
民
の
見
識
と
嘆
願
の
努
力
と
あ
わ
せ
て
、

秋
月
藩
の
育
子
政
策
に
含
ま
れ
て
い
た
「
仁
政
」
理
念

は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
四
）「
仁
政
」
と
「
富
国
」

　

さ
て
最
後
に
、
捨
子
防
止
策
・
育
子
政
策
の
背
景
と

な
っ
た
「
仁
政
」
思
想
と
、
近
世
中
後
期
か
ら
盛
ん
に

説
か
れ
始
め
る
「
富
国
」
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

て
お
き
た
い
。

　

育
子
政
策
に
関
し
て
亀
井
南
冥
は
、『
半
夜
話
』「
捨

子
相
止
候
仕
組
之
事
」
に
お
い
て
、「
捨
子
御
救
ひ
の

大
仁
政
に
は
、
細
瑣
の
御
算
用
御
吟
味
に
及
び
申
す
ま

じ
く
存
じ
奉
り
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
捨
子
救
済
の
よ

う
な
「
大
仁
政
」
の
た
め
に
は
、
細
か
な
金
勘
定
は
脇

に
置
く
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新



規
政
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
財
源
の
確
保
や
藩
財
政
の

立
て
直
し
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
、
南
冥
も
十
分
に
認

識
し
て
い
た
。
否
む
し
ろ
、
諸
政
策
の
基
盤
と
し
て
の

藩
財
政
の
立
て
直
し
に
正
面
か
ら
向
き
合
お
う
と
し
て

い
る
点
こ
そ
、
南
冥
の
経
世
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
南
冥
は
言
う
、「
御
勝
手
宜
し
か
ら
ず

候
え
ば
、
何
分
御
仁
政
遊
ば
さ
れ
た
く
思
し
召
さ
れ
候

と
も
行
き
届
き
申
さ
ず
候
御
事
…
さ
れ
ば
、
国
を
富
ま

す
は
御
仁
政
の
御
基
に
て
…
」（『
半
夜
話
』）
と
。
財

政
状
況
が
悪
け
れ
ば
、
仁
政
を
行
い
た
く
て
も
十
分
に

は
行
え
な
い
。
だ
か
ら
「
富
国
」（「
国
を
富
ま
す
」）
は
、

「
仁
政
」
の
基
礎
な
の
だ
。
南
冥
は
こ
う
述
べ
て
、「
富

国
」
の
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
民
政
の
理
想
的
な

あ
り
方
（「
仁
政
」）
を
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
の

だ
と
す
る
。
「
仁
政
」
は
君
主
の
徳
性
の
み
で
実
現
で

き
る
わ
け
で
は
な
く
、
経
済
財
政
面
で
の
十
全
な
取
り

組
み
を
基
礎
と
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
の
だ
と
い
う
考

え
方
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
南
冥
が
描
き
出
す
明
君
像
に

も
投
影
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
肥
後
物
語
』に
は「
国

中
に
蚕
織
を
仕
立
ら
れ
し
事
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら

れ
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
「
彼

国
蚕
織
繁
昌
…
蚕
織
は
古
聖
人
も
仕
り
…
急
度
利
益
の

政
事
と
云
こ
と
を
会
得
し
…
国
の
大
利
と
な
る
程
の
こ

と
成
就
」、「
聖
人
の
教
え
に
恵
ん
で
費
や
さ
ず
と
…
上

よ
り
少
し
御
世
話
あ
り
て
…
行
き
渡
り
な
ば
、
実
に
少

し
も
費
や
さ
ず
し
て
大
な
る
御
恵
み
な
り
」
と
。
「
古

聖
人
」
へ
の
言
及
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
利
益
の

政
事
」を
会
得
し
て「
国
の
大
利
」を
も
た
ら
す
こ
と
は
、

君
主
が
目
指
す
べ
き
恵
み
深
い
政
治
＝
「
仁
政
」
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
儒
学
者
、
と
り
わ
け
朱
子

学
者
ら
が
経
済
政
策
に
関
し
て
は
倹
約
を
中
心
と
す
る

施
策
を
提
言
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
（
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）、「
富
国
」
策
を
「
仁
政
」

の
基
礎
と
す
る
南
冥
の
経
世
論
は
注
目
す
べ
き
積
極
性

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
南
冥
の
経
世
論
が
、
直
接
的
に
秋
月
藩

政
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
未
解
明
で
あ
り
、
今

後
の
研
究
に
委
ね
る
他
な
い
が
、
少
な
く
と
も
享
和
・

文
化
年
間
（
一
八
〇
一
～
一
八
一
八
）、
秋
月
藩
で
は

積
極
的
な
殖
産
政
策
の
展
開
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。
「
一
、
在
々
高
拾
石
よ
り
弐
拾
九
石
ま
で
櫨

木
壱
本
ず
つ
…
百
石
以
上
五
本
ず
つ　

／　

一
、
村
々

一
屋
敷
に
漆
の
木
壱
本
ず
つ
仕
立
て
…　

／　

一
、
…

楮
・
く
ち
な
し
・
し
ゅ
ろ
の
類
、
地
味
相
応
の
品
…　

／　

後
年
に
至
り
き
っ
と
御
国
益
に
相
成
る
べ
く
候

…
」（「
申
達
」
郡
奉
行
宮
井
佐
平
太
・
勘
定
奉
行
江
崎

半
右
衛
門
、
一
八
〇
三
年
一
一
月
）、「
一
、
こ
の
節
、

葛
根
並
び
に
玉
子
御
仕
組
相
立
て
ら
れ
…
加
役
…
」（
同

前
、
一
二
月
）
と
い
う
よ
う
に
、
五
品
目
の
生
産
拡
大
、

五
品
目
の
専
売
を
内
容
と
す
る
積
極
的
な
富
国
殖
産
策

の
展
開
で
あ
る
。

　

「
国
産
」
の
品
（
藩
領
の
産
品
）
を
増
産
し
て
「
国
益
」

（
藩
領
内
の
富
）
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
い
う
秋
月
藩
の

富
国
策
（
殖
産
政
策
）
の
趣
旨
も
見
て
お
こ
う
。

今
般
、
御
国
産
の
諸
品
を
以
て
御
仕
組
相
立
て
、

国
益
の
趣
意
取
り
起
こ
し
候
よ
う
に
我
等
ど
も

両
人
へ
加
役
仰
せ
付
け
ら
れ
…
…
そ
の
方
ど
も
、

御
国
益
筋
存
じ
寄
り
も
候
は
ば
、
遠
慮
無
く
申
し

出
べ
く
候
…
公
私
の
御
益
筋
見
込
み
取
り
計
ら

い
の
儀
…
（「
申
達
」
郡
奉
行
宮
井
佐
平
太
・
勘

定
奉
行
江
崎
半
右
衛
門
、
一
八
〇
三
年
一
二
月
）

　

こ
こ
に
は
、
様
々
な
特
産
品
の
生
産
拡
大
に
よ
り
、

領
内
へ
の
富
の
取
込
と
流
出
防
止
を
図
り
、
藩
領
自
給

経
済
の
確
立
を
志
向
す
る
「
国
益
」
思
想
（
藤
田
貞
一

郎
）
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
注
目
さ

れ
る
の
は
、
藩
財
政
（「
公
」）
の
安
定
化
ば
か
り
で
な

く
、
領
民
（「
私
」）
の
富
の
増
大
を
も
志
向
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
（
傍
線
部
）。
こ
の
点
、
楮
皮
の
専
売
に

つ
い
て
の
通
達
で
は
、「
一
、一
昨
年
よ
り
楮
皮
御
買
上

に
て
御
仕
組
に
相
成
り
候
処
、
去
年
来
紙
御
仕
組
の
御

主
法
相
立
て
ら
れ
…
他
所
よ
り
の
買
入
相
減
り
候
よ
う

に
相
成
る
儀
、
御
国
益
の
第
一
、
下
々
の
有
益
に
候
間

…
」（「
覚
」
宮
井
・
江
崎
、
一
八
〇
五
年
）
と
い
い
、



専
売
が
（
藩
財
政
上
の
収
益
を
指
す
と
見
ら
れ
る
「
御

国
益
」
に
な
る
と
と
も
に
）「
下
々
の
有
益
」
に
な
る

こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
殖
産
専
売
政
策

が
民
間
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
考
え
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
亀

井
南
冥
が
説
い
た
「
富
国
」
＝
「
仁
政
」
論
の
現
実
の

秋
月
藩
政
へ
の
表
出
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
秋
月
藩
校
稽
古
観
の
設
立
・
拡
充
過
程

の
紹
介
を
入
口
と
し
て
、
同
藩
校
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
儒
学
者
・
亀
井
南
冥
の
学
問
や
著
作
（
明
君
録
）

を
軸
に
、
秋
月
藩
主
黒
田
長
舒
・
長
韶
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
た
改
革
政
治
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　

近
世
政
治
の
常
識
・
規
範
と
も
言
え
る
「
仁
政
」、

ま
た
そ
れ
に
よ
る
「
安
民
」
は
、
時
期
・
地
域
に
よ
る

偏
差
を
伴
い
な
が
ら
も
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
政
治
が

実
現
す
べ
き
理
念
と
さ
れ
た
。
秋
月
藩
政
改
革
と
の
関

連
で
言
え
ば
、
一
八
世
紀
半
ば
以
降
の
時
期
は
、
経
済
・

社
会
の
変
動
や
複
雑
化
、
領
主
財
政
の
悪
化
に
よ
り
、

「
仁
政
」
に
よ
る
「
安
民
」
の
実
現
が
容
易
で
は
な
く

な
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
為
政
者
ら

は
、学
問
（
儒
学
）
の
摂
取
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
、

藩
校
設
立
や
儒
学
者
ら
の
経
世
論
に
基
づ
く
政
策
立
案

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

亀
井
南
冥
や
細
井
平
洲
、
頼
春
水
ら
は
そ
の
期
待
に

応
え
る
べ
く
積
極
的
に
政
治
に
関
与
し
た
人
物
だ
っ

た
。
中
で
も
亀
井
南
冥
の
経
世
論
は
、
学
問
の
政
治
的

効
用
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、積
極
的
な
人
口
政
策（
捨

子
防
止
・
育
子
政
策
）
や
「
富
国
」
策
を
提
言
し
た
点

に
重
要
な
特
色
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
「
仁
政
」
の
実

現
に
は
「
富
国
」
を
図
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
南
冥

の
議
論
は
、
経
済
・
流
通
面
で
の
改
革
政
策
に
よ
り
財

政
的
な
基
礎
を
固
め
て
、「
仁
政
」・「
安
民
」
を
実
現

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
南
冥
は
、
以
後
近
代

に
ま
で
続
く
政
治
課
題
（
明
治
期
以
降
の
「
富
国
強
兵
」

や
「
経
済
成
長
」）
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
だ
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
捨
子
防
止
策
は
、
命
あ
る
も

の
に
目
を
向
け
る
「
生
類
憐
み
の
令
」
な
ど
の
幕
府
・

諸
藩
に
よ
る
「
仁
政
」
政
治
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
同
時
に
、
近
代
以
降
の
社
会
政
策
・
福
祉
政
策

と
の
つ
な
が
り
を
も
想
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
近
世
中
後
期
の
秋
月
藩
政
の
展

開
は
、こ
の
よ
う
な
、あ
く
ま
で
近
世
の
政
治
理
念（「
仁

政
」）
の
実
現
を
目
指
し
つ
つ
、
後
に
つ
な
が
る
新
た

な
要
素
（「
学
校
」
や
「
富
国
」、「
育
子
」）
を
盛
り
込

ん
だ
政
治
・
政
策
論
（
明
君
像
を
踏
ま
え
た
南
冥
の
経

世
論
）
の
重
要
な
実
践
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
今

後
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
秋
月
藩
を
は
じ
め
と
す
る

諸
藩
の
研
究
が
一
層
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

城下町風景


